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第１章 計画策定に当たって 
 

 

１  計画策定の背景 

（１）  計画策定の趣旨 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

 

我が国の総人口は減少しているものの、平均寿命の延伸や少子化の進行など

により、65 歳以上の高齢者人口は年々増加しており、４人に１人が高齢者と

いう状況となっており、今後はいわゆる団塊の世代が高齢期を迎え、さらに高

齢化が進むことが確実です。 

また、10 年後の平成 37 年（2025 年）には団塊の世代が 75 歳以上高齢

者（後期高齢者）になり、高齢者の単独独居や夫婦のみの高齢者世帯、要介護

等認定者、認知症高齢者が増加することが見込まれます。 

 

こうしたなか、高齢者が可能な限り住み慣れた地域で自立した日常生活を営

むために、介護、医療、介護予防、住まい、日常生活支援が包括的に確保され

る「地域包括ケアシステム」の構築が重要となっています。 

このため、平成 23 年には、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の創設等の

見直しが行われ、平成 26 年には、地域における医療及び介護の総合的な確保

を推進するための関係法律の整備等に関する法律（以下、「整備法」という。）

において、地域における医療及び介護の総合的な確保を促進するなど、より一

層の地域包括ケアシステムの構築が求められています。 

 

本町においても高齢化は進み、平成 26 年 3 月末現在で高齢化率は 32.0％

に達し、今後も高齢者は増加することが見込まれます。 

南知多町高齢者福祉計画及び第５期介護保険事業計画（以下、「前計画」と

いう。）では、基本理念である「自然豊かなふるさとで いつまでも心豊かに

元気で暮らそう」の実現をめざし、計画の重点課題として、地域に密着したケ

アの充実を掲げ、高齢者が安心して暮らせるよう「地域包括ケアシステム」の

構築に向け、継続的かつ着実にさまざまな方策を講じてきました。 
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南知多町高齢者福祉計画及び第６期介護保険事業計画（以下、「本計画」と

いう。）では、前計画で定めた地域包括ケア実現のための方向性を継承しつつ、

さらなる「地域包括ケアシステム」の構築を進めるとともに、平成 37 年

（2025 年）までの中長期的な視野に立ちながら、高齢者保健福祉施策及び

介護保険事業の基本的な考え方やめざすべき取り組み等の見直しを行うもの

です。 

 

 

 

（２）  介護保険制度の改正の概要 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

 

整備法に基づき、介護保険制度が改正されました。今回の改正は、「地域包

括ケアシステムの構築」と「介護保険制度の持続可能性の確保」を目的として

おり、その主な内容は次のとおりです。 

 

１ 地域包括ケアシステムの構
築に向けた地域支援事業の
見直し 

①在宅医療・介護連携の推進 
②認知症施策の推進 
③地域ケア会議の推進 
④生活支援サービスの充実・強化 
⑤介護予防の推進 
⑥地域包括支援センターの機能強化 

２ 介護サービスの効率化・重
点化 

①介護予防給付（訪問・通所介護）の地域支援事業へ 
の移行 

②特別養護老人ホームの新規入所者を、原則、要介護３ 
以上に限定 

３ 保険料の負担の増大の抑制 ①低所得者の１号保険料の軽減強化等 

４ 所得や資産のある人の利用
者負担の見直し 

①一定以上所得者の利用者負担の見直し 
②低所得の施設利用者の食費・居住費を補填する「補足

給付」の要件の見直し 
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２  計画の位置づけ 
 

（１）  法令の根拠 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

 

本計画は、老人福祉法第 20 条の 8 の規定に基づく老人福祉計画及び介護

保険法第117条第1項の規定に基づく介護保険事業計画を一体的に策定する

ものです。高齢者のための総合的な計画とする観点から、高齢者の生活を支え

る高齢者福祉サービスや介護保険事業を包括的に実施するため、介護を必要と

する高齢者のみでなく、本町のすべての高齢者を対象とします。 

 

 

（２）  各種計画との整合 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

 

本計画は、「第６次南知多町総合計画」を上位計画とし、老人福祉と介護保

険事業を一体的に推進するための個別計画として位置づけられるものです。 

また、老人福祉施策や介護保険制度を円滑に実施することを目的に、「南知

多町障がい者計画・第４期障がい福祉計画」「南知多町子ども・子育て支援事

業計画」「けんこう南知多プラン（第２期）」および愛知県の関連する計画等と

の調和を図りつつ、これからの取り組むべき課題を明らかにするとともに、そ

れらの課題解決に向けた取り組みを推進するためのものです。 

 

図 計画の位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

南知多町高齢者福祉計画 
 
（高齢者支援全般に関する計画） 

南知多町第６期介護保険事業計画 
 
（介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画） 

愛知県高齢者健康
保健福祉計画等 

 

その他県関連計画 

第６次南知多町総合計画 

南知多町 
障がい者計画・第４
期障がい福祉計画 

南知多町 
子ども・子育て 
支援事業計画 

けんこう 
南知多プラン 
（第２期） 
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３  計画の期間 
 

計画の期間は、平成 27 年度から平成 29 年度までの３年間です。 

本計画以後の計画は、平成 37 年（2025 年）に向け、前計画で開始した

地域包括ケア実現のための方向性を承継しつつ、在宅医療介護連携等の取り組

みを本格化していくものです。 

そのため、平成 37 年（2025 年）までの中長期的なサービス・給付・保

険料水準も掲載し、中長期的な視野に立った施策の展開を図ります。 

 

 

2012 年度 

平成 

24 年度 

2013 年度 

平成 

25 年度 

2014 年度 

平成 

26 年度 

2015 年度 

平成 

27 年度 

2016 年度 

平成 

28 年度 

2017 年度 

平成 

29 年度 

2018 年度 

平成 

30 年度 

2019 年度 

平成 

31 年度 

2020 年度 

平成 

32 年度 

2021 年度 

平成 

33 年度 

2022 年度 

平成 

34 年度 

2023 年度 

平成 

35 年度 

2024 年度 

平成 

36 年度 

2025 年度 

平成 

37 年度 

2026 年度 

平成 

38 年度 

 

 

 

 

              

 

 

第５期計画 

 
第６期計画 

 
第７期計画 

 
第８期計画 

 
第９期計画 

 

［第６期～］ 

平成 37 年（2025 年）までの中長期的なサービス・給付も推計し 

中長期的な視野に立った施策の展開 

 

［第５期］ 

地域包括ケアシステムの

構築に向けたスタート 
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４  計画策定に向けた取り組み及び体制 
 

（１）  策定の基本的考え方 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

 

本計画の策定にあたっては、介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確

保するための国の指針に基づき、具体的な計画を策定します。 

また、保健・医療・福祉の関係機関及び地域の各種団体の代表によって構成

される「南知多町介護保険運営協議会」において委員等の意見を反映していま

す。 

 

 

（２）  住民が参画した計画策定 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

 

計画の策定に、被保険者の意見を反映させるための措置を講じています。 

高齢者の意識や生活実態、地域の課題を把握するために、アンケート調査（健

康とくらしの調査）を日本福祉大学健康社会研究センターに委託して、実施、

分析を行いました。また、民生・児童委員やケアマネジャーへアンケート調査

を行いました。 

第１号被保険者及び第２号被保険者の代表や老人クラブ、民生・児童委員、

地域住民が主体となって活動している団体等多様な階層から、介護保険運営協

議会委員として参画していただき、多くの視点から意見が反映されるように配

慮しました。また、パブリックコメントを実施し、広く住民の意見を求め、計

画策定を行いました。 

 

 

（３）  計画の推進 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

 

本計画の推進にあたっては、関係部課との連携を図りながら、施策の実現に

努めます。さらに、保健・医療・福祉の関係機関及び地域の各種団体との連携

を図り、計画の円滑な推進に努めます。 

本計画を確実に実行し、効果のあるものにしていくために、毎年度、南知多

町介護保険運営協議会において、計画の進捗状況を点検、評価し、その結果に

基づき必要な対策を講じていきます。 

 


